
18 March 2019
2019 Issue No. 6

Hong Kong
Tax Alert

内国歳入庁（IRD）は、 2019年4月1日付で各社宛に2018/19年度の事業所得
税申告書を発行します。このタックス・アラートでは、2018/19年度の事業所得税
申告書の提出期限やIRDに対する課税所得の通知についてご案内いたします。

2018/19年度の申告書を提出するにあたっては、事業所得税申告書の提出とと
もに、附属別表でさらなる詳細な情報を提供する必要があります。この追加情報
を求める目的は、納税者の優遇税制への適格性を判断するとともに、香港の移転
価格税制への遵守を確保するためのものです。

さらに、2018/19年度の申告書を提出する際には、申告を時価基準と実現基準
のいずれかで行うかを検討する必要がある可能性があります。

事業所得税申告書及び附属別表の提出、または申告の前提に関してご不明な点
がございましたら、税務担当者までご連絡ください。

2018/19年度の事業所得税申告の開始
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合理的な理由なく規定された期限内にIRDに通知しなかっ

た場合、最大でHK$10,000と、未申告税額の3倍を上限と

した罰金が課される可能性があります。

しかし、納税者が毎年税務申告を行っており、当期も通常

通り申告書が発行されると予想される場合には、IRDに対し

て課税所得通知を行う必要はありません。逆に、課税所得

を有する納税者が、IRDから申告書を毎年発行しない旨の

通知を事前に受けている場合や、納税者が事業を最近開

始したばかりである場合には、規定された期限内にIRDに
課税所得通知を行う必要があります。

新たな附属別表S1～S10
特定の納税者は、2018/19年度の事業所得税申告にあ
たって、BIR51またはBIR52申告書を記入するだけでなく、
さらに詳細な情報を附属別表S1～S10で申告する義務が
生じます。この要件は次の納税者に該当します。

1. 2段階の事業所得税率制度への適用を選択し、香港の
上場企業グループに属さず、香港で事業を行っている
関連事業体を持つ

2. 香港またはその他の国・地域で国別報告書（以下、
「CbCR」）の提出義務を負う多国籍企業グループに属
している

3. IRDから移転価格事前確認を取得している

4. 香港非居住関連者との取引を行っている

5. 内国歳入法（以下「IRO」）のセクション16Bに基づく
R&D費用の損金算入を申告している

6. IROのセクション16Iに基づくエネルギー効率の高い建
築物の設置費用の損金算入を申告している

7. 香港の優遇税制に該当する次の事業者：

a. 船舶オーナー

b. 再保険専門会社

c. キャプティブ・インシュアランス会社

d. 適格コーポレート・トレジャリー・センター

e. 適格航空機リース事業者

f. 適格航空機リースマネジメント事業者

2018/19年度の事業所得税申告の提出期限

2019年4月1日にIRDから事業所得税申告書（すなわち、
BIR51またはBIR52申告書）が発行され、2019年3月31日
に終了する課税年度（2018/19年度）の事業所得税申告が
始まります。IRDは実務上、課税所得があると思われる、もし
くは特定の条件に該当する企業やパートナーシップに対して、
毎年4月初めに事業所得税申告書を発行します。

通常、発行日から1ヶ月以内に申告書を提出する必要があ
りますが、会計事務所が税務申告を代行する場合に申告期
限を延長することができる延長申請制度が長期にわたって
採用されています。2018/19年度の延長申請制度の下で
は、2019年4月1日に発行された申告書の提出期限は以下
のように延長されます。

納税者の決算日 延長後の提出期限

2018年4月1日～
2018年11月30日
（会計期間コード “N”）

延長なし
2019年5月2日（木）

2018年12月1日～
2018年12月31日
（会計期間コード“D”）

2019年8月15日（木）

2019年1月1日～
2019年3月31日
– 課税所得がある場合
（会計期間コード “M”）

2019年11月15日（金）

2019年1月1日～
2019年3月31日
– 欠損が生じた場合

2020年1月31日（金）

事業所得税申告書が発行されておらず、課税所
得が発生した場合の通知

事業所得税申告書が発行されていなくとも、課税年度にお
いて課税所得（繰越欠損金相殺前）がある場合、納税者は
その旨をIRDに通知する必要があります。この通知は、当該
課税年度の末日から4ヶ月以内に内国歳入庁長官（以下
「CIR」）に書面で提出する必要があります。

納税者の課税年度は会計上の決算日に基づいて決定され
るため、納税者の課税所得通知の期限も決算日によりそれ
ぞれ異なります。例えば、決算日が2018年6月30日の会社
は2018年10月31日までに、決算日が2018年9月30日の
会社は2019年1月31日までに、IRDに対して2018/19年
度の課税所得通知を行う必要があります（各社の決算日か
ら4ヶ月以内）。
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なお、これらの附属別表は、IRDが納税者に送付する紙の
BIR51またはBIR52申告書には同封されません。

その代わりに、納税者は附属別表S1～S10のいずれかを記
入する必要がある場合、IRDのホームページ1から関連する
電子版の申告書を入手して記入することになります。納税者
は関連する電子版の申告書に記入した後、それらを印刷し
て署名の上、BIR51申告書またはBIR52申告書とともにIRD
へ提出する必要があります2。

これらの別表の詳細については、2019年2月1日に発行し
た弊事務所のタックスアラートをご参照ください。

時価基準と実現基準のいずれで申告することが
可能

背景

多くの金融商品は、香港財務報告基準第9号（HKFRS第9
号）に基づいて、時価基準で会計処理することが要求されて
います。当該会計基準では、金融商品から生じる損益を会
計上認識し、税務目的では未実現または見込とみなされま
す。

2013年11月の最終法院のNice Cheer3案件に対する判例
の通り、未実現損益は課税所得を構成しません。よって、納
税者がHKFRS第9号に基づいて財務諸表を作成する場合、
税務申告を行う際において税務調整を行わなければなりま
せん。

しかし、Nice Cheer案件の判決にかかわらず、多くの納税者
は、時価基準で税務申告することを希望しています。そうす
ることで、納税者は申告目的で取引を実現基準で追跡する
手間を省くことができるからです。

これらの要請に対して、IRDは、暫定的な行政措置として、
2013/14年度以降の税務申告書においては、時価基準で
課税所得を算出したとしても受理する旨を公表しました。

より明確な方向性を示すため、上述の暫定的な行政措置を
IROに成文化する新法が可決され、2018/19査定年度から
適用されます。

新法で必要となる申告基準の選択ー移行及び取下げに関
する具体的な規定

すべての納税者にとって、実現基準に基づく租税査定が基
本姿勢となります。HKFRS第9号に基づく財務諸表を作成
し、税務上の取扱いを会計処理と一致させたい場合は、新
法に従って書面による選択を行うことができます。

いったん、この会計上の取扱いと税務上の取扱いの一致を
選択すると、当該年度とその後のすべての年度の評価に
適用されます。言い換えれば、関連する金額が香港源泉で
かつ収益的取引である場合、当該財務諸表に反映されて
いる損益は、実現しているか未実現かどうかにかかわらず、
原則的に益金または損金算入の対象となります。

さらに、当該選択に伴い、Nice Cheer案件に基づいて課税
計算の対象から除外されていた過年度のすべての損益は、
選択を行った評価年度において課税対象または損金算入
となります。

当該選択は、（i）納税者がHKFRS第9号に基づく財務諸表
の作成を中止した場合または、（ii）CIRが、納税者による選
択取り下げの書面申請を承認する場合において失効しま
す。CIRは当該取下げについて、商業上の理由があり、租
税回避が主目的または主目的の一つではないと認めれば、
当該申請を承認する可能性があります。当該取下げは、
CIRが指定した評価年度から適用されます。

上記の（i）または（ii）の場合、納税者が当該取下げ年度直
前の査定年度末までに保有するすべての金融商品は、当
該取下げ年度の初日での公正価値により処分・再取得され、
または分配・再承継されたとみなされます。

新法における規定の詳細については、2018年11月15日
及び2019年2月20日に発行した弊事務所のタックスア
ラートをご参照ください。

事業所得税申告書及び附属別表の提出、または申告の前
提に関して、ご質問等がございましたら、税務担当者にご
相談下さい。

1. 2018/19年度事業所得税申告書及び附属別表の記載例はこちら：www.ird.gov.hk/eng/tax/taxrep.htm
電子版の申告書は2019年4月1日より、右のリンクから入手可能となります：www.ird.gov.hk/e_pfr

2. 電子版の事業所得税申告書を提出する適格中小企業は、附属別表S1～S10を記入する必要はありません。

3. Nice Cheer Investment Limited v CIR FACV 23/2012

http://www.ird.gov.hk/eng/tax/taxrep.htm
http://www.ird.gov.hk/e_pfr
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